
憲法 キャラバ ンの提起

(第29回 定期大会方針 よ り)

(前略)

0憲 法を語 り、仕事 にいか し、積極的 に地域 に出て、幅広い共同を広 げよう

2010年 をみすえなが ら、 その初年度 としての この一年、「憲法尊重擁護義務」 を宣誓 し、

「全体 の奉仕者」として公務公共業務 に責任を負 う自治体 ・公務公共労働者、労働組合の存

在 をかけ、積極的に地域 に出て住 民 との懇談、対話 をすすめま しょう。

多 くの有権者が 自民党政治に 「ノー」の審判を下 し、新 しい政治の方向や中身 について考

え始 めている時、私たちが積極的 に地域 に出て国民 と対話することは重要です。

同時 に職場 闘争 と憲法闘争を結合 し、全労連 の提起す るとりくみをは じめ、第9回 地方 自

治研究全国集会共同実行委 員会の諸 団体 や 自治体 関係者 との共同をさらに広 げたたかいを

発展 させま しょう。

秋 か らは職 場で 「憲法 を学 び、語 る大運動」 をすすめ、「いかせ9条!全 国キャラバ ン」

(08年5月)な どを行 い、全労連500万 署名運動 に結集 して、2008年8月 までに 「組合員

1人10筆 署名」行動 にと りくみま しょう。「貧困と格差、地方切 り捨て」を許 さず、地方 自

治 と公共性の充実 を求め、「くらしと地域、地方 自治を豊かに発展 させ る」 自治体 関係者や

住民 との共同の運動 を各地で広 げましょう。「見直そ う運動」 を発展 させ、地域では住民の

参加 と視点で 自治体業務 を見直 し、職場では、「集中改革 プラン」 とのたたかい を重視 し、

予算 ・人員闘争、自治体業務 の市場化 ・営利化 を許 さないたたかいをすすめま しょう。こう

した とりくみを 自治研活動 として広 げ、「第9回 地方 自治研究全国集会」(08年10月18～

19日 、京都)の 成功 につなげま しょう。

改憲発議 を許 さない国民 との大 きな共同の前進 と、公務公共労働者の要求実現のため、組

織拡大専任者制度の本格稼動や非正規 ・関連労働者の 「セ ンター的機能」強化 をすすめ、元

気な職場 ・参加型組合活動 を広 げ、すべての自治体 ・公務公共関係労働者 を視野 に 「30万

自治労連」 をめ ざし、大いに力を出 し合 いま しょう。

(途中略)

《運動の重点課題》

1.07年 秋か ら、すべての職場で 「憲法学び、語 る大運動」、08年5月 には、「いかせ9条!

全国キャラバ ン」をすすめます。「9条 」 を守 り、海外 で 「戦争す る国」づ くりを許 さず、

憲法がい きる国 と地域 をつ くるため、職場 に推進体制 をつ くり、地域で 「九条の会」をはじ

め とした共同 を広 げ、08年8月 までに 「組合員1人10筆 署名」を達成 し、草 の根の壮大 な

運動 で改憲発議 をさせない世論 をつ くります。



(途中略)

(3)地 域の運動推進 に、役割 を発揮 して

① 「地域九条の会」や地域共同セ ンターの確立 と運動の推進 にむけて、単組 な どが大 きな

役割 を発揮することをめざ します。地域 の住民過半数 を目標 にした署名運動 を推進 します。

② 「9の 日宣伝」な ど、地域での継続的な宣伝 ・対話運動 をよ りいっそ う広 げます。

③ 全 国で憲法宣伝 をリレーす る 「いかせ9条!全 国キャラバ ン」を本部 と地方組織が連携

して2008年5月 を中心に実施 します。

(以下略)



はじめに

参議院選挙 の結果、10年 以上続 いた 「保守二大政党」による悪政の競い合いの構 図が崩 れ、 自民党

政治 と労働者 ・国民の願 いとの対決の構図へ と、大 きな変化が生み出されてい ます。

改憲 をめ ぐっては、私 たちの運動の中で、参議院選挙の大 きな争点に押 し上げ、選挙結果では、明

確 に改憲を指向する自民 ・みんな ・維新の議席 を2/3以 下に抑 え込み、ただちに改憲発議がで きる状

況 を許 してい ません。

しか し、 日本の憲法史上初めて、衆議院議席では、改憲諸政党の議席が3分 の2を 占め、衆参両院

での憲法審査会の審議が終了 しました。すでに政権与党の 自民党が改憲草案 を提示 し、「まず96条 改

定か ら」 と改憲の意図をあらわにしています。

自民党の改憲草案 は、「国民か らの政府への命令書」としての立憲主義 を否定 し、基本的人権の制 限

とともに、生存権の保障を弱 め、福祉 国家に向か う理念 を否定するものです。

また、改憲の動 きと軌 を一に して、統治機構の改編 として、国の役割 を外交 ・防衛 に特化 し、国民

の暮 らしを地方 と個人の 自己責任に押 し付ける道州制導入や、公務員を時の政権への奉仕者に変える、

公務員制度改革が狙われるな ど、地方 自治や住民生活にとって重大な時期 を迎 えています。

改憲の動 きが具体化 し、新 自由主義による 「構造改革」が一層強め られようとしているもとで、そ

の対抗軸 として、「憲法がい きる、良質で安定 した雇用 と社会保障拡充 を柱 とす る新たな福祉国家」と

その下での地方 自治体 の姿 をめ ざす、国民的な合意形成 を進める必要があ ります。

今後予定 され る国政選挙 までの3年 間は、 日本の社会の進路 と社会のあ り方 をめ ぐる重大問題で、

国民 ・労働者の共同をさらに広げ、悪政の進行 をくい止めるとともに、憲法をいか し守ることをすべ

てのたたかいの中心軸 に据えることが求め られてい ます。

自治労連は、憲法擁護 ・尊重義務 を担 う自治体 ・公務公共関係労働者で構成する労働組合 として、

憲法改悪 を許さず、憲法 ・地方 自治 をいか し、住民の生活 と権利 を守 る運動を進めてきました。また、

国民全体の奉仕者 として、 自らの仕事 と職場のあ り方を再点検 し、改善す る様 々な運動 を、住民 とと

もに進めて きました。

そ してこの運動の到達点の上に立って、「憲法 をいか し住民生活 を守 る」こ とを、 自治労連の 「特別

な任務」と位置付 け、この任務の意思統一 と、今後3年 間の運動の実践 を進めることを、第35回 定期

大会の運動方針(案)で 提起 をしています。

本議案 は、 この自治労連の 「特別 な任務」を意思統一 し、「運動の2つ の柱」を、今後3年 聞に渡 っ
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て実践 ・推進 してい く上で、中長期的な方針の提起 を行 うものです。

1.運 動の2つ の柱と、取 り組みの経過

(1)運 動の2つ の柱

① 憲法 をいか し住民生活 を守る自治体 をめざす共同を広げる戦略的な課題 として、2016年7月

までにすべての自治体を対象 に 「憲法キ ャラバ ン」を実施する事 を目標 に、2013年 中にその実

施計画 を確立 し、実践を開始 します。

あわせ て、単組では、地域要求 とも結合 しなが ら諸 団体 との憲法をいかす懇談 ・共同を進め

ます。

② この間進めてきた 「対話 と提言 の運動」(見 直そう問い直そう、仕事 と住民の安全安心運動、

地域調査 ・政策づ くり運動、予算人員闘争 など)を 発展 させ、 自治労連の 「憲法がいきる、こ

んな地域 と日本 をつ くりたい」の提言運動 に結合 します。

中央では、地方 ・地域 の実践 と結んで、2005年 に決定 した 「こんな地域 と日本 をつ くりたい」

の提言文書の改定を進めます。

地方組織 ・単組 では、引 き続 いて 「対話の提言の運動」 などを発展 させ るとともに、民主的

自治体建設の課題 などとも結合 しなが ら 「こんな地域 をつ くりたい」の提言をまとめることを

めざ します。

(2)憲 法 キ ャラバ ンの実践 と果た した役割

改憲の動 きの強 まりとそれに大 きく対抗す る2004年 の 「九条の会」の発足の もとで、 自治労連

は地域か ら憲法いかす合意 を広げるために、署名、職場九条の会の取 り組 みとあわせて、05年 か

ら 「憲法での 自治体 キャラバ ン」を開始 し、全 自治体首長に 「憲法への思い」メッセージ集の呼

びかけを進め、08年 か ら毎年の 「憲法キ ャラバ ン」 を続 けて きました。

この 「懇談型 ・対話型」の憲法キ ャラバ ンは、約700の 自治体 を直接訪問 し、憲法第25条 の生

存権保障 と国の責任、地方 自治の役割 と地方財政の確立な どで幅広 い一致点をつ くり出 して きま

した。 こうした取 り組みで全 自治体 を訪問す る地方組織 ・県事務所が生 まれ、組織強化拡大の足

掛か りも築いてい ます。

また、様 々な課題で 自治体共同を作 り出す契機をつ くり出 しています。 この間、「平和市長会

議」「九条を守る首長の会」「地方 を守 る会」「脱原発 をめ ざす首長会議」な どの結成 と発展 など、

地域の合意が憲法をいかす大 きな力 となって きてお り、一層の地域か らの合意 と共 同の重要性が

増 しています。

(3)「 こんな地域 と日本をつ く りた い」 一提言運動の経過

① 自治労連は、構造改革、「公務員制度改革」、市町村合併の強ま りの もと、2001年 第23回 定

期大会で 「こんな地域 と日本 をつ くる」基本要求(① 住民全体 の奉仕者 としての職務 に専念で

きる賃金 ・権利 ・労働条件の保障を確立する、② 自治体 リス トラに反対 し、地方 自治拡充 と地

方財政の民主的再建 をめざす、③住民生活擁護 と地域経済の振興 を図る、④平和 と民主主義を

守 り、憲法 を職場 と地域 に生かす)を 掲げ、そのための 「1自治体1共 同」の運動 を提起 し、輝
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く21世 紀の運動 を展望 しました。

これ らの実践の上に立 って2005年 、その基本要求 を具体化 した本部文書 として 「こんな地域

と日本をつ くりたい」 の提言案を作成 しました。その後、住民のいのち とくらしを守ることが

目的である自治体の行政や施設で、子 どもや高齢者、障害者な ど、社会的弱者のいのちが奪わ

れる事件や事故が相次いで起 こ り、住民の くらしと権利を守るべ き地方 自治体のあ り方 を考え

る 「見直そ う、問い直そう、仕事 と住民の安全 ・安心」 を実践 しました。

さらに自治体 ・公務公共関係労働者が仕事 と職場 を語 り、地域 に出て住民 との対話をひろげ、

や りがいをもって働 き続 けられる職場 と、誰 もが安心 して住み続け られる地域 をめざす提案型

運動 として 「対話 と提言」の運動へ と発展 させ、推進 して きました。

②2011年3月11日 の東 日本大震災 ・福 島第一原発事故 を経験 し、地方 自治体や国のあ り方や

役割があ らためて問い直されました。震災後、初めての開催 となった第11回 地方 自治研究全国

集会(2012年9月)は 、自公民の大連立 による消費税増税、社会保障制度の改悪などの悪政や、

明文改憲 も射程 に入れた強権政治が進め られようとする重大 な情勢の もとで、憲法 と地方 自治

を くらしの中にいかす ことを申心に据え、①憲法 を対抗軸 に 「構造改革」を打 ち破 る、②公務 ・

公共サー ビスを拡充する、③原発ゼロ、再生可能エ ネルギーへ転換す るなど、今後 の地方 自治

運動 の政策、運動の課題や展望 を明 らかにしま した。

③ さらに、2012年 の第34回 定期大会では、新 自由主義 による 「構 造改革」が国民生活全体を

切 り崩す もとで、その対抗軸 として、 自治労連の提言 「憲法がいきる、 こんな地域 と日本 をつ

くりたい」の運動を、学習 と実践 を踏 まえて進めてい くことを提起 しました。

2.取 り組みの重要性

いまなぜ、この運動(自 治体労働者論の今日的実践)が 重要なのか

一住民の安全 ・安心まもる自治体 ・公務公共関係労働者の役割発揮を一

(1)新 自由主義 による構造 改革がもた らした職場の変化

いま職場では、市町村合併や 「集 中改革プラン」により、慢性 的な人不足、長時間労働の蔓延、

メンタルヘルス不全 をは じめ とした健康破壊が進 んでい ます。また、「構造改革」の推進 と人事評

価制度の導入等に より、身近 な仕事 に対する集団論議が困難 とな り、仕事が 「自己責任」に追い

や られ、 ともすれば、住民の安全 ・安心のための仕事で はな く、機械的に 「与 えられた仕事 をこ

なさざるを得 ない」実態 もあ ります。

(2)深 刻 さを増 す住民 の暮 らしと、 「つ くられた対立」

一方、住民生活は、医療、介護、年金、福祉、子育 てなど、 どの分野で も社会保障構造改革の

推進 により、 自立 ・共助の強調の もとで公的責任が後景 に追いや られ、深刻 さを増 しています。

その結果、 より住民(現 場)に 近い自治体 ・公務公共 関係労働者ほ ど、深刻な住民生活 との矢面

に立たされざるを得 ません。また、そのことが結果 として、「公務員バ ッシング」の背景にもなっ

ています。

同時に、今政府が進めようとしている公務員制度改革 は、 こうした構造改革を進める 「公務員

づ くり」に他 な りません。
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(3)全 国のこの間の取 り組みの経験 と教訓

① 地域 に出て、住民生活の深刻 さを目の当た りにすることにより、 自治体 ・公務公共関係労働

者 としての役割 を再認識 していること。

② 圧倒的多 くの住民 は、 自治体 ・公務公共関係労働者か らの語 りかけ、問いかけを待っている

し、歓迎 して くれること。

③ 最初はちゅうち ょがあるものの、住民の中へ足 を踏み出す ことにより、自治体 ・公務公共関

係労働者が住民か ら励 まされていること。

④ 大局的には、現在 の情勢の もとで、民主的 自治体労働者論の今 日的な実践が求め られるなか、

組合員がその実践に踏み出す上で、執行部が組合員を信頼 し、その構 えをつ くっていること。

(4)分 断 を打ち破 る取 り組み と して

自治体 ・公務公共関係労働者は本質的に 「住民の役に立 ちたい」 と願 っています。同時に、住

民 にとって、 目の前の自治体 ・公務公共関係労働者が 「役 に立 っている」 と実感 された時に、分

断攻撃を打ち破 ることがで きます。この ことに確信 を持 ち、職場 か ら、深刻 な職場実態 と住民生

活 の実態、自治体 ・公務公共関係労働者 と住民 との分断攻撃の、原因 と打 開の方策 を明らか にし、

自治体 ・公務公共関係労働者 と住民が一緒 に考 え、つ くりあげてい く運動が重要です。

3.具 体的な取 り組み

(1)全 自治体 を視野 に、 「憲法キ ャラバ ン」 を取 り組 む

憲法改悪に向けた動 きが具体化する中で、「憲法キャラバ ン」による対話 ・共同拡大の取 り組み

を重視 し、2016年7月 までに、すべ ての自治体 を対象に 「憲法キャラバ ン」を実施す る事 を目標

に、2013年 中にその実施計画 を確立 し、実践 を開始 します。

① 憲法キ ャラバ ンの実施にあたっては、「こんな地域 と日本 をつ くりたい」の改定運動 を地域か

ら進めることともあわせ、すべ ての地方組織で、年間サ イクルに組み入れることをめざします。

② 取 り組みにあたっては、全労連公務部会、地方労連 との共同の取 り組み を重視 します。

③ すべての地方組織 での実施 を進める上で、本部 と地方組織で連携 を取 りなが ら、本部役員 を

配置 して、「憲法学習講師」「街頭宣伝弁士」「憲法キ ャラバ ンへの参加」な どの役割 を担い ま

す。

④ 単組 は、地方組織の憲法 キャラバ ンに結集す るとともに、地域での個人 ・諸団体 と憲法をい

か し守 る対話 と懇談に取 り組みます。

(2)改 憲 ・構造 改革 に対置す る、「こんな地域 と日本 をつ く りたい」の提言運動 を、職場 ・地域

か ら進 める

新 自由主義による地方分権改革に加 え、道州制 など、改憲 と一体 となった統治機構見直 しの議

論が進め られるもとで、その対抗軸 として、 この間自治労連 として進めて きた 「対話 と提言の運

動」を発展 させ、「こんな地域 と日本 をつ くりたい」 一の提言運動 を、中央 ・地方で推進 します。

1)す べての単組 ・職場が地域に足を踏み出し、住民の暮らしに寄 り添い、「住民の役に立ちたい」思
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いを 「こんな地域と日本をつくりたい」の提言運動に

① 自治労連が作成 した 「憲法 と地方 自治をいか し、 こんな地域 と日本 をつ くりたい」 リーフ

レットを活用 し、憲法 ・住民の くらし ・地方 自治などをテーマに、 自治体首長など当局者、

自治体議会、地域の経済団体や、住民団体等 との懇談 を進め、一致点での共同を広げます。

② 地方組織 ・単組では、2015年 の一せい地方選挙や、中間選挙での民主的 自治体建設 を視野

に、地方 ・単組の特色 ・課題を活か した 「こんな 自治体 と日本をつ くりたい」を運動 と作成

をめざします。従来進めてきた住民共同をさらに発展 させ、「こんな地域 をめざ したい」を展

望 し、 この問の地域調査活動、「見直そう問い直そ う」、 など職場 ・地域の願いを実 らせ る個

別課題の発信 に取 り組みます。

2)中 央段階での改定案の確立をめざす

この間の議論を踏 まえ、 自治労連の 「憲法 と地方 自治をいか し、 こんな地域 と日本 をつ くり

たい」(改 定素案)の 議論 をさらに進め、新 たな課題 に対置する政策提起 を進めます。さ らに、

地方や単組 ・職場での実践 を踏 まえ、 自治労連の 「こんな地域 と日本 をつ くりたい」の改定案

を、2014年 第36回 定期大会 に向けて確 立をめざします。

(3>自 治労連の 「特別 な任務」 のスター トの全国的意思統一 を図る

「職場から憲法をいかす、自治労連全国交流集会(仮 称)」 を成功させる

名称:「 仕事 ・職場か ら憲法を地域 にいかす、 自治労連全国交流集会(仮 称)」

日程:2013年10月26日(土)-27日(日)

規模:500人

内容:情 勢学習、基調報告、運動交流、分科会討論

場所:静 岡県伊東市

開催 目的:

① 憲法をいか し、住民生活 を守る 「自治労連の特別の任務」の意思統一・をはか るとともに、今

後3年 間の運動の 「2つの柱」 に基づ く全国闘争 の推進 を確認す る。

② 情勢 を学び、憲法 をいか し、住民生活 と地方 自治守 る私たちの様 々な運動 の到達点の全 国的

な交流 をはか り、確信 とする。

③ 運動 を進める上で、克服すべ き運動課題や政策課題 を明らか にす るとともに、 その解決に向

けた取 り組みの方向 を確 認す る。

(4)運 動 の推進体制

① 全中執 地方組織 ・ブロ ック代表、職域 ・規模別部会代表で構成す る 「推進本部」 を設置 し

ます。

② 本部常駐役員で構成する 「推進本部事務局」 を置 きます。

③ 本部、ブロック選 出役員等で構成する 「こんな地域 と日本 をつ くりたい」改定委員会を設置

します。

④ 必要 に応 じて、研究機構、 自治体問題研 究所の研 究者の協力を得 ます。
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